
契約書の記載例と注意事項（（公社）日本建築士会連合会契約約款等部会作成）

無断複製を禁ず

小規模建築物向け 設計・監理等業務委託契約書

委託者 は、

受託者 に対し、

委託者が計画する１、２及び３記載の建築物（以下この建築物を「本件建築物」といい、この建築の計画を「本計画」という。）

一棟建築するために、４記載の業務を、５以下記載の内容で委託し、受託者はこれを受託した。

１．本計画の名称

２．本計画地（地名地番）

（住居表示）

３．本件建築物の概要

（用途）

（構造）

（規模）

４．業務の種類、内容

⑴ 調査業務（調査業務を委託する場合は、□にチェックを入れる。）

□敷地測量 □地盤・地質調査

□その他の調査業務

調査委託業務の提出物

⑵ 設計業務

⒜ 設計条件等の整理と委託者要求等の確認

⒝ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ

⒞ インフラ等の調査及び関係機関との打合せ

⒟ 設計方針の策定

⒠ 工事材料、設備機器等の選定に関する検討

⒡ 工事の実施のために通常必要となる図面・仕様書等の作成

⒢ 概算工事費の検討

⒣ 設計図書等の内容及び概算工事費の説明

設計委託業務の提出物：配置図、各階平面図（耐力壁の位置、金物の位置等を含む）、立面図、断面図、仕上表、

設備仕様書、確認申請用図書、工事費概算書

設計委託業務のその他の提出物：（その他の提出物がある場合は、□にチェックを入れる。）

□ 基本設計図 □ 矩計図 □ 展開図 □ 各種詳細図面

□ その他の図書等：

その他の設計委託業務（その他の設計業務を委託する場合は、□にチェックを入れる。）

□ 建築確認申請の手続き代理及び確認済証受領の代行（申請手数料は委託者の負担とする。）

□ 委託者と工事施工者の工事請負契約締結に関する協力に係る業務

□ 工事施工段階での設計意図を伝えるための質疑応答、説明等

□ 工事施工段階での工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等

その他の設計委託業務の提出物：

⑶ 監理業務（この業務を第三者に別途委託する場合に限って、本項を消し線で削除する。）

⒜ 工事監理方針の説明と工事監理方法変更の場合の協議

⒝ 工事施工者からの質疑への回答

⒞ 設計図書に照らした施工図、製作見本、見本施工、工事材料、設備機器及び見本の確認

⒟ 工事と設計図書との照合、確認及び委託者への報告等

⒠ 工事と工事請負契約（設計図書の内容を除く。）との照合、確認及び委託者への報告等

⒡ 工事監理報告書等（法定）の提出

監理委託業務の提出物：⒡記載の工事監理報告書

監理委託業務のその他の提出物：

その他の監理委託業務（その他の監理業務を委託する場合は、□にチェックを入れる。）

□ 請負代金内訳書の検討及び報告

□ 工程表の検討及び報告

□ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告

□ 工事請負契約の目的物（本件建築物）の引渡しの立会い

□ 建築基準法に基づく中間検査及び完了検査の手続き代理と検査への立会い

□ 工事費支払いの審査

その他の監理委託業務の提出物：

⑷ その他業務（その他業務を委託する場合は、□にチェックを入れる。）

□ フラット35適合の申請の代理及び適合証受領の代行（申請手数料は委託者の負担とする。）

□ 長期優良住宅適合申請の代理及び適合証受領の代行（申請手数料は委託者の負担とする。）

□ 住宅性能評価申請の代理及び適合証受領の代行（申請手数料は委託者の負担とする。）

□

□

□

その他委託業務の提出物：

５．業務の実施期間

調査業務

年 月 日 から 年 月 日まで

設計業務

年 月 日 から 年 月 日まで

監理業務

年 月 日 から 年 月 日まで

その他業務

年 月 日 から 年 月 日まで

６．設計・監理等業務報酬額と支払の時期

調査業務（税別） 金 円

設計業務（税別） 金 円

監理業務（税別） 金 円

その他業務（税別） 金 円

合計（税別） 金 円

取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円

合計（税込） 金 円

（支払の時期）（支払額）

年 月 日 金 円 うち消費税等 金 円

年 月 日 金 円 うち消費税等 金 円

年 月 日 金 円 うち消費税等 金 円

印 紙



契約書の記載例と注意事項（（公社）日本建築士会連合会契約約款等部会作成）

７．設計業務に関する著作権について

⑴ 設計委託業務における提出物（以下「成果物」という）又は成果物を利用して完成した本件建築物が著作権法第２条

第１項第１号による著作物に該当する場合にはその著作権及び著作者人格権（以下「著作権等」という）は受託者に帰

属する。但し、著作権等に係らず、本件建築物が完成した後は、委託者は本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様

替えをし、又は取り壊すことができる。この場合、受託者は、著作権等につき同一性保持権を行使せず、委託者（委託

者から所有権を譲渡された第三者を含む。）は必要な範囲で成果物を使用できる。

⑵ 前項本文の場合、成果物及び本件建築物の内容の公表をするときは、委託者は受託者の承諾なくすることができる

が、受託者は委託者の承諾を得なければならない。

⑶ 一項本文の場合、本件建築物の氏名表示については、受託者は委託者と協議のうえ実施する。

８．説明・報告、書面の作成

⑴ 受託者は委託者の求めがある場合、本契約書に定める業務に付き、業務の内容、進捗状況を委託者に説明・報告しな

ければならない。

⑵ 委託者及び受託者は、本契約書に定める業務を行うにあたり、協議等によって決定した事項については原則として書

面を作成する。

９．業務の追加、変更、中断、成果物のかし

⑴ 委託者は、本契約書に定める業務の内容について必要と認めるときは、受託者に通知して当該内容の追加、変更又は

業務自体の中断をすることができる。

⑵ 受託者は前項の場合において、必要と認められる履行期間の変更、業務報酬額の変更及び損害を受けているときは当

該損害の賠償を委託者に対して、その理由を明示のうえ請求することができる。

⑶ 委託者が工事段階で本契約の設計図書の内容の変更、追加を受託者の承諾なく第三者に委託した場合、当該変更の内

容、結果等につき受託者は、一切の責任を負わない。また委託者は当該変更等に係る計画変更手続き等に付き、受託者

の名義を使用してはならない。

⑷ 委託者は、成果物の交付を受けた後に当該成果物にかしが発見された場合には、本件建物引き渡し後２年以内に限っ

て受託者に対して追完及び損害の賠償を請求することができる。ただし、当該請求は成果物交付の日から10年を超え

ることは出来ない。なお、受託者の故意または重大な過失によりかしが生じた場合は上記２年以内は10年以内とする。

⑸ 前項は、かしが委託者の指示により生じたときは適用しない。ただし受託者がその指示が不適当であることを知りな

がらこれを委託者に通知しなかった場合にはこの限りではない。

10．解除に関する事項

⑴ 委託者又は受託者が、本契約書に定める事項に違反した場合、相手方が、書面をもって、相当の期間を定めて催告し

てもなお解消されないときは、相手方は、本契約書による合意を解除することができる。

⑵ 前項に定めるほか、委託者又は受託者が、以下の各号の一にあたるとき、相手方は書面をもって通知のうえ、本契約

を解除することができる。

ア 役員等（委託者又は受託者が個人である場合にはその者を、委託者又は受託者が法人である場合にはその役員又は

営業所等の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

⑶ 委託者は本条における契約解除および合意解除の場合、受託者から交付済みの（未完了を含む）成果物があれば、当

該成果物を利用することができる。また、受託者は契約が解除されるまでに履行した業務の割合に応じた業務報酬額

（以下「割合報酬額」という）が受領済報酬額を上回っている場合には受領済報酬額と割合報酬額との差額を請求し、

割合報酬額が受領済報酬額を下回っている場合は、委託者の求めがあれば受領済報酬額と割合報酬額との差額を返還す

る。

⑷ 委託者又は、受託者は本条における契約解除によって損害を受けている場合において、それぞれ相手方に帰責事由が

あると認められるときは、その損害の賠償を相手方に対して請求することができる。

11．建築士法第24条の７の重要事項の説明等について

委託者及び受託者は、本契約書を取り交わす前に、受託者が委託者に対し、建築士法第24条の７の規定に基づいて、

添付の書面を交付し、重要事項説明等を行ったことを相互に確認する。

12．建築士法第24条の８の書面の交付について

受託者は、本契約書取り交わし後、委託者に対し、建築士法第24条の８の規定に基づき、速やかに書面を交付する。

13．再委託

⑴ 受託者は、調査業務を除き、設計業務又は監理業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。

⑵ 受託者は、委託者に対し書面により説明し、委託者の承諾を得て、設計業務又は監理業務の一部を他の建築士事務

所の開設者に委託することができる。

⑶ 受託者は、前項により設計業務又は監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者

に対し、当該する建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。

14．紛争の解決

委託者及び受託者は、本契約に関して紛争を生じたときは、訴えの提起又は民事調停法に基づく民事調停の申し立てを

することができる。また、仲裁合意書がある場合には仲裁の申し立てを行うことができる。

15．契約に定めのない事項

この契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者及び受託者間で協議して定める。

16．その他（特約事項等があればこの欄に記入する。）

契約成立の証として本書を２通作成し、委託者及び受託者が署名又は記名、押印のうえ各１通を保有する。

（委託者）

印

（受託者：建築士事務所の開設者）

印

□ 一級

□ 二級

□ 木造 建築士事務所

登録番号（ 知事登録）第 号

年 月 日

無断複製を禁ず


